
 

 

滋賀県多文化共生推進プランの概要について 

 
 
１ 趣  旨 

外国人住民の増加と定住化の進展、さらには平成 20年秋以降の経済危機の影響に
よる失業や住居の喪失、経済的事情による子どもの教育機会の喪失など、外国人住
民を取り巻く環境は複雑化かつ多様化し、従来にも増した取り組みが求められてい
た。 
多文化共生（国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと）の
社会づくりを推進することは、誰にとっても暮らしやすい、豊かで活力に満ちた魅
力ある社会を実現をめざし、多文化共生に関する施策を計画的かつ総合的に展開す

るため策定した。 
 

２ 概  要 
（１）位置付け 

「地域における多文化共生推進プランについて」（平成 18年 3月 27日付け総行国
第 79号：総務省自治行政局国際室長）に基づき策定。 
県、市町、国際協会、ＮＰＯ・ＮＧＯ、企業などが実施する今後の多文化共生の

社会づくりの方向性を示すものであり、滋賀県基本構想の第３章、戦略１の６「多
文化共生を目指す」を実現する指針・計画となるものである。 
 

（２）計画期間 

平成 22年（2010年）度から平成 26年（2014年）度までの 5年間 
 

 （３）多文化共生に関する基本的な考え方 
    外国人住民一人ひとりが持つ力を十分に発揮でき、地域がさらに活性化すること

につながる多文化共生を目指す。 
    ＜意義＞ 
     ・地域の活性化       ・ユニバーサルデザインの地域づくりの推進 
     ・住民の異文化理解力の向上 ・ＮＰＯ・ＮＧＯと協働した地域づくりの推進 
 
 （４）プランの目標等 
 

 

  

 

基本目標 

 

 

行動目標 

 

施策の基本方向 

 

外国人住民一人

ひとりが持つ力

を十分に発揮で

き、地域のさらな

る活性化につな

がる多文化共生

を目指す 

「言葉の壁」 

を低くする 

・地域における情報の多言語化 

・日本語及び日本社会について学習機会の提供 

 

「生活上の障害」を

取り除く 

・安心して働ける環境の整備 

・教育環境の整備 

・安心して利用できる保健・医療体制の整備 

・災害時への対応 

・生活安全における支援の充実 

「心の溝」 

を埋める 

・地域社会に対する意識啓発 

・外国人の自立と社会参画 
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４　滋賀県多文化共生推進プラン体系図

①　多言語による行政・生活情報の提供
②　外国人住民の生活相談のための窓口の設置、専門家の養成
③　さまざまな主体との連携による多言語情報の提供

①　日本語学習機会の提供
②　日本語ボランティアの養成
③　日本語教室への支援

①　多言語による労働関係情報の提供
②　外国人住民を対象にした職業訓練の推進

②　外国人児童生徒支援員の派遣

④　外国人児童生徒の教育に携わる教員の研修
⑤　児童生徒への多文化共生教育の推進
⑥　外国人学校の法的地位の明確化の推進
⑦　体験学習支援
⑨　外国人児童生徒就学・学習支援教室への支援

①　多言語による社会保障や感染症等に関する情報の提供
②　外国語対応が可能な医療機関についての情報提供

①　外国人住民に対する防災知識の普及啓発
②　防災訓練などへの参加
③　広域的な災害支援体制の構築
④　サポーター養成講座の開催

①　地域安全対策の推進
②　交通安全対策の推進

①　多文化共生の意識づくりに向けた啓発イベント等の実施
②　多文化共生コーディネーターの養成
③　多文化共生意識を持った行政職員の育成
④　地域拠点づくり

①　社会活動への参加促進

「言語の壁」
を低くする

（コミュニケーション
支援）

（２）

（２） 教育環境の整備

③　外国人児童生徒の教育に関わる課題や施策についての情報交換

基　本　目　標

行動目標 施策の方向 施　　策　　の　　展　　開

（１）
地域における
情報の多言語化

１

「心の溝」
を埋める

（多文化共生の
地域づくり）

外国人住民一人ひとりが持つ力を十分に発揮でき、地域のさらなる活性化につながる多文化共生を目指す

④　ＩＴ技術を活用したwebカメラ、トリオホンによる通訳サービスの実施

安心して利用
できる保健・医療
体制の整備

（３）
「生活上の障害」
を取り除く
（生活支援）

日本語および日本
社会についての学
習機会の提供

（１）

①　外国人児童生徒等日本語指導対応加配教員の配置や非常勤講師の派遣

２

災害時への対応（４）

生活安全における
支援の充実

（５）

外国人の自立
と社会参画

（２）

地域社会に
対する意識啓発

（１）
３

安心して働ける
環境の整備


